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と あんし んダイ ヤル
をご利用く ださ い

家族介護者

毎日 / 午前 8 時 30 分～午前 0 時

0 1 2 0 -6 0 3 -3 0 5

・ 介護・ 福祉のこ と 、 悩みの相談

・ 介護保険や区などの福祉制度に関する相談（ 高齢者、 身体・ 知的・ 精神障害者福祉） など

介護に関する悩みや困り 事はあり ませんか。 家族を介護し ている方から

の相談に、 看護師などの専門職が電話で応じ ます。

相談内容

ま ず は お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い 。

家族の介護のこ と で困っ ていませんか？

介護保険
っ てなに？

家族の介護に

疲れた…

どこ に相談
すればいいの ?

ほっ

葛飾区福祉部高齢者支援課

こ の印刷物は、 印刷用の紙へリ サイ ク ルでき ます。

など

無断転載・ 複製禁止こ の印刷物は環境に配慮し 、 植物油イ ン キを使用し ています。



ご家族を介護し ている皆様へ

家族介護者支援事業
のご紹介
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葛飾区は、 ご 家族を 介護し て いる 皆様を サポート

し ま す。 一人で悩ま ず、 お気軽にご相談く ださ い。

サービ ス活用事例

50代  女性

同居する80代の父の認知症が少し ずつ進んで

き まし た。自分は仕事があり 、日中に父を一人で

家に残すこ と が不安です。

区役所へ相談し 、 介護申請をするこ と にし まし た。0 1

無事に介護度が決定し 、 介護事業所と 契約し まし た。

一人で在宅する 時間が短く なる よ う に、 日中は通所介護を 利

用する こ と にし まし た。 さ ら に自分は職場と 相談し 、 短時間

勤務にし まし た。 通所介護の延長加算（ 追加料金） も 利用で

き ると 教えても ら っ たので、 たまの残業時も 安心です。

0 2

今後、 より 介護の手間が増えたと き に備え、 訪問レッ スンを受

講し て介護のテク ニッ ク を教わり まし た。0 3

また、 最近認知症による 徘徊で道に迷う こ と があっ たた

め、 おでかけあんし ん事業に登録し まし た。 0 4

広報紙で、 近所の高齢者総合相談センタ ーが家族介護者向けの

教室を開催し ていると 知り 、参加し てみまし た。 さ ら にそこ で、

地域の家族会を 紹介さ れたので、 休みの

日にのぞいてみまし た。 同じ よ う な境遇

の方と 情報交換する こ と ができ 、 介護の

いら いら も 少し 解消できまし た。

0 5

便利な相談窓口・ サービスのご紹介・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.3

ヤングケアラ ーに関する相談窓口 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.4

高齢者、 認知症のご家族を介護し ている方向けの相談・ サービス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.5

身体障害や知的障害のあるご家族を介護し ている方向けの相談・ サービス ・ ・ ・ P.6

難病や精神障害のあるご家族を介護し ている方向けの相談・ サービス ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.7
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こ の冊子は環境に配慮し 、植物油イ ン キを 使用し ています。

こ の冊子は、印刷用の紙へリ サイ ク ルでき ます。

無断転載・ 複製禁止
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はじ めに

　 高齢の方、 障害を お持ちの方、 難病の方…。

お仕事をさ れている方、 学校に通っ ている方、 子育て

中の方…。

　 いろ いろ な介護のかたちがあり ますが、 どんな介護

でも 頑張り 過ぎは禁物です。

　 介護は終わり が見えないため、 自分で全てをやろ う

と せず、 周囲に協力を求めたり 、 利用でき る制度は積

極的に活用し ていき まし ょ う 。

　 こ のパンフ レ ッ ト では、 ご家族を 介護し ている方の

様々な相談先や、 役に立つよう な区のサービスなどを

紹介し ています。

　 日頃の介護で困っ たと き に、 ぜひご活用く ださ い。

　 あなたの負担を軽く するヒ ント が、き っ と あり ます。

家族介護者ほっ と あんし んダイ ヤル 

「 介護保険っ てなに？」「 ど こ に相談すればいいんだろ う 」「 家族の介護に疲れち ゃ っ た」 など、 介護に

関する 悩みやお困り ごと はあり ませんか。 ご家族を 介護し ている 皆様から の相談（ 介護の悩み、 介護保

険制度や公的福祉サービ ス、 各種手続き 方法や窓口に関する 相談） に、 看護師など の専門職が電話で応

じ ます。 土日、 祝日、 年末年始も 相談でき ます。 家事が一段落し たと き 、 介護の合

間、 お仕事がお休みの日、 学校が終わっ たあと など、 お気軽にお電話く ださ い。

毎日： 8 時3 0 分～ 2 4 時　 ☎ 0 1 2 0 -6 0 3 -3 0 5

健康ホッ ト ラ イ ンかつし か 
生活習慣病、 こ こ ろ の健康・ メ ン タ ルヘルス、 アレ ルギー、 医療機関の紹介など、

区民の皆様が電話で気軽に健康相談ができ る 窓口です。 保健師等が相談を お受けし ます。

月～金： 8 時 3 0 分～ 2 0 時　 ☎ 0 3 -3 6 0 2 -1 2 4 4 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

葛飾区患者相談窓口 
「 医療機関から 受けた治療等に関する 説明がよ く わから ない」「 自宅近く の医療機関を 知り たい」「 医療

に関する相談先を 知り たい」 など、 葛飾区内 1 9 床以下の規模の医療機関に関する 相談。

月～金： 9 時～1 7 時　 ☎ 0 3 -3 6 0 2 -1 2 2 6 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）
※都内 2 0 床以上の規模の医療機関については、東京都福祉保健局「 患者の声相談窓口」 で相談でき ます。

　 月～金： 9 時～1 2 時、 1 3 時～1 7 時　 ☎0 3 -5 3 2 0 -4 4 3 5 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

東京都医療機関・ 薬局案内「 ひまわり 」 
お問い合わせ時間に診療を 行っ ている お近く の医療機関を ご案内し ます。

2 4 時間　 ☎ 0 3 -5 2 7 2 -0 3 0 3  

区民相談室 
法律、 不動産取引、 登記・ 測量、 遺言書・ 遺産分割協議書の書き 方、 税金、 成年後見制度、 行政、 建築・

リ フ ォ ーム、 年金・ 社会保険・ 労働問題、 外国人生活、 外国人の入国・ 在留・ 帰化・ 就労等手続き 、 若者、

青少年の生活、 住宅修繕、 交通事故など。 予約が必要なも のがあり ます。

月～金： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 6 1 2 ~ 8 6 1 5 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

福祉サービス苦情調整 
事業者等が提供する 福祉サービスに関する 相談。 福祉サービ ス苦情調整委員が福祉サービ ス

の利用に関する苦情について調査・ 調整を 行います。

金： 1 3 時3 0 分～1 5 時3 0 分　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 2 4 3 （ 第4 金曜日、祝日、年末年始を 除く ）

自立相談支援窓口 
生活全般の相談を 受け、 必要に応じ て他機関への案内や継続的な相談支援を 行います。

月～金： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 6 2 5 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

し あわせサービス  
地域の方々が協力会員と し て、 家事援助のほか、 外出の付き 添い、

話し 相手などのサービ スを 行います。

対象： おおむね 6 5 歳以上の方

◆ 社会福祉協議会 福祉サービ ス課 福祉サービ ス係　

月～金： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -5 6 9 8 -3 2 1 6 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

0 1 . 便利な 相談窓口・ サービ ス のご 紹介

※各サービ スの利用条件など詳し いこ と は、 それぞれの担当部署へお問い合わせく ださ い。

要予約

費用負担
あり
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生活支援ボラ ンティ ア 
地域ボラ ンティ アが、草むし り や蛍光灯の取り 替え、窓ふき など、1 時間程度ででき る 軽作業を 行います。

対象： おおむね 6 5 歳以上の高齢者のみ世帯や障害者世帯

◆ 社会福祉協議会 ボラ ン ティ ア・ 地域貢献活動セン タ ー　

月～金： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -5 6 9 8 -2 5 1 1 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

シルバーご近助隊 
「 掃除機がけ」「 ゴミ 出し 」 など、作業者 1 人で 1 回 3 0 分以内に完了する 軽易な作業を お手伝いし ます。

対象： 6 5 歳以上の高齢者世帯や障害者世帯

◆ シルバー人材セン タ ー事務局　

月～金： 9 時～ 1 7 時4 5 分　 ☎ 0 3 -5 6 7 0 -5 5 3 6 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

葛飾区成年後見センタ ー 
認知症などで判断能力が低下し た方について、 成年後見制度の説明や相談、 利用手続き の支援等を 行い

ます。 また、 定期的に訪問し て郵便物の整理、 預金から の生活費の引き 出し 、 福祉サービ スの利用援助

を 行う 訪問援助事業も ご利用でき ます。

◆ 社会福祉協議会 葛飾区成年後見センタ ー　

月～金： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -5 6 7 2 -2 8 3 3 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）
高齢者生活支援ショ ート ステイ  
高齢者ご本人またはご家族の病気などによ り 、 入所によ る 生活管理指導が

必要と 認めら れる 場合、 ご本人を 介護老人福祉施設への短期入所によ り 支

援し ます。 費用は施設によ っ て異なり ます（ 要支援・ 要介護認定を 受けて

いる 方は除く 。）。

◆ 高齢者支援課 在宅サービ ス係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 2 9 9

家族等介護支援事業 
介護を し ている ご家族が休息でき る よ う に、 高齢者を 区内の小規模多機能型居宅介護事業所で、 費用無

料（ 食事代などは実費負担） でお預かり し ます（ 介護保険サービスを 利用中の方は除く 。）。

◆ 高齢者支援課 相談係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 2 5 7

おう ちで学ぶ快適介護（ 訪問レ ッ スン） 
高齢者ま たはご 家族のお宅を ホームヘルパー等が訪問し 、 日頃困難に感

じ ている 介護方法（ 車いすへの移乗や排泄のお世話など ） について 、 無

料で知識や技術のアド バイ スを 行いま す。 おむつ交換の上手なやり 方を

知り たい、 退院後の在宅生活に備えて介護方法を 勉強し ておき たいなど、

介護技術の不安を 解消し まし ょ う 。

◆ 高齢者支援課 相談係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 2 5 7

認知症初期集中支援チーム 
医療や介護の専門職が、 認知症が疑われる 方や認知症の方及びその家族を 訪問し 、 必要な医療や介護の

導入・ 調整や、 家族支援等の初期の支援を 行います。

◆ 高齢者支援課 相談係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 5 9 7

おでかけあんし ん事業 
認知症によ る 徘徊がある 方の氏名・ 住所や緊急連絡先を 登録する と と も に、 登録番号と コ ールセン タ ー

の電話番号を 掲載し た「 おでかけあんし んシール」 を 配付し ます。 靴等身につける も のにシールを 貼り 、

対象と なる 方が警察等に保護さ れた場合に、 シールを 手がかり に 2 4 時間対応のコ ールセン タ ーを 利用

し て身元や緊急連絡先を 照会し 、 ご家族等に連絡する こ と で早期の帰宅につなげます。

また、 認知症によ る 徘徊に起因する 鉄道事故等を 発生さ せ、 ご家族が損害賠償責任を 負う こ と になっ た

場合等に補償さ れる 保険に加入し ます。 認知症のご家族の徘徊にお困り の方は、 ぜひご相談く ださ い。

◆ 高齢者支援課 相談係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 5 9 7

葛飾区のお問い合わせ先 
◆ 『 若者相談窓口』 子ども 応援課（ 新栄会）

平日： 1 0 時～1 7 時　 ☎ 0 8 0 -3 7 3 0 -5 6 8 7 （ 予約専用電話、祝日・ 年末年始を 除く ）
◆ 子ども 家庭支援課子ども 家庭係
子ども と その家庭に関する様々なご相談に応じ ます。

月～土： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -3 6 0 2 -1 3 8 6 　（ 祝日・ 年末年始を 除く ）
◆ 児童虐待通報相談
自分は虐待し ている？さ れている ？近所の子ども が気になると いう 方の、 専用相談電話です。

月～土： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -3 6 0 2 -1 3 8 9 　（ 祝日・ 年末年始を 除く ）
◆ 『 自立相談支援窓口』 福祉管理課

月～金： 8 時3 0 分～1 7 時　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 6 2 5 （ 祝日・ 年末年始を 除く ）

児童相談所相談専用ダイ ヤル 
児童相談所は都道府県、 指定都市等が設置する 機関です。 子ども の福祉に関する 様々な相談を 受け付け

ています。

2 4 時間　 ☎ 0 1 2 0 -1
いちはやく

8 9 -7
おなやみを

8 3  

2 4 時間子ども Ｓ Ｏ Ｓ ダイ ヤル（ 文部科学省）
いじ めやその他の子ど も のＳ Ｏ Ｓ 全般について、 子ど も や保護者など が夜

間・ 休日を 含めて 2 4 時間いつでも 相談でき る 、 都道府県及び指定都市教育

委員会などによ っ て運営さ れている、 全国共通のダイ ヤルです。

2 4 時間　 ☎ 0 1 2 0 -0 -7
な や み い お う

8 3 1 0  

高齢者相談 
介護・ 医療・ 福祉など高齢者の生活に関するこ と 、 高齢者の虐待・ 徘徊・ 認知症に

関する こ と 、 養護老人ホームの入所に関するこ と など、 高齢者全般に関する 相談。

◆ 高齢者支援課 相談係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 2 5 7

◆ 高齢者総合相談セン タ ー（ 地域包括支援セン タ ー）

月～金： 9 時～1 9 時　 土： 9 時～1 7 時3 0 分（ 祝日・ 年末年始を 除く ）

0 2 . ヤン グケアラ ーに関する 相談窓口

03 . 高齢者、 認知症のご家族を介護し ている方向けの相談・ サービス

水元　 　 　 ☎ 0 3 -3 8 2 6-2 4 1 9

水元公園　 ☎ 0 3 -6 2 3 1-3 5 6 7

新宿　 　 　 ☎ 0 3 -3 8 2 6-8 7 2 6

金町  　 　  ☎ 03 -3 8 2 6 -50 3 1

高砂　 　 　 ☎ 0 3 -5 8 8 9-8 6 0 0

柴又  　 　 ☎ 03 -5 8 7 6 -9 5 3 1

青戸　 　   ☎ 03 -5 6 2 9 -5 7 1 9

亀有  　 　 ☎ 03 -6 2 4 0 -7 6 3 0

堀切　 　   ☎ 03 -3 6 9 7 -7 8 1 5

お花茶屋  ☎ 03 -6 6 6 2 -7 9 0 7

東四つ木　 ☎ 03 -5 6 9 8 -22 0 4

立石　 　 　 ☎ 03 -6 6 5 7 -61 4 0

奥戸　 　 　 ☎ 03 -5 6 7 0 -52 1 2

新小岩  　  ☎ 0 3 -58 7 9 -9 3 28

費用負担
あり
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徘徊高齢者位置探索サービスの助成 
認知症によ る 徘徊のある 方が、 民間事業者が実施する G PS 等の電波を 受信で

き る 探索機を 使用し た位置探索システムを 利用する 際、 登録料（ 登録料がない

場合は最初の 1 か月分の月額利用料） を 助成し ます。

◆ 高齢者支援課 相談係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 5 9 7

家族介護者教室 
適切な介護知識・ 介護技術や、 福祉サービ スの利用方法など の習得を 目的と し た、 家族介護者向けの教

室を 開催し ます。

◆ お近く の高齢者総合相談セン タ ー（ 地域包括支援セン タ ー）
※開催状況などはお問い合わせく ださ い。

オレ ンジカ フ ェ  
認知症の方やその家族、 地域の方、 専門スタ ッ フ など が集い、 会話を 楽し む

場所です。 も の忘れや認知症に関する 相談も でき ます。

◆ お近く の高齢者総合相談セン タ ー（ 地域包括支援セン タ ー）
※開催状況などはお問い合わせく ださ い。

認知症高齢者家族会 
認知症の方を 介護する 家族やすでに介護を 卒業さ れた方同士が集まり 、 悩みや情報を 共有し ながら 交流

し ます。

◆ お近く の高齢者総合相談セン タ ー（ 地域包括支援セン タ ー）
※開催状況などはお問い合わせく ださ い。

家族介護慰労金の支給 
介護保険のサービ スを 利用せずに家族が介護を 行っ た場合、 その家族の方への慰労金と し て、 年 1 回

1 0 万円を 支給し ます（ 支給には条件があり ます。）。

◆ 介護保険課 給付係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 2 4 6

利用でき るサービスについての相談 
障害福祉サービ スや各種手当を 利用する ためには、 身体障害のある 方は身体障害者手帳、 知的障害のあ

る 方は愛の手帳の取得が必要と なり ます。

身体障害者手帳の申請は障害福祉課障害事業係、愛の手帳の申請は、1 8 歳未満は東京都足立児童相談所、

1 8 歳以上は東京都心身障害者福祉セン タ ーが受付窓口です。

手帳の取得後、 各種障害者手当等は障害福祉課障害事業係、 福祉サービ ス利用にあたっ ては、 障害福祉

課援護係または相談支援事業者にご相談く ださ い。

◆ 障害福祉課 障害事業係　 　 　 　 　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 3 0 1 　 　

◆ 障害福祉課 援護係　 　 　 　 　 　 　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 3 0 2

◆ 東京都足立児童相談所　 　 　 　 　  ☎ 0 3 -3 8 5 4 -1 1 8 1 　

◆ 東京都心身障害者福祉セン タ ー　  ☎ 0 3 -3 2 3 5 -2 9 4 6

利用でき るサービスについての相談 
障害福祉課援護係または保健予防課にご相談く ださ い（ ただし 、 現在介護保険

サービ スを 利用中の方は、 介護事業所やケアマネジャ ーにご相談く ださ い。）。

◆ 障害福祉課 援護係　 ☎ 0 3 -5 6 5 4 -8 3 0 2

◆ 保健予防課　 　 　 　  ☎ 0 3 -3 6 0 2 -1 2 7 4

難病医療相談 
神経難病やその疑いのある 方を 対象に、 専門医が診察・ 療養相談を 行います。

◆ 保健予防課　 ☎ 0 3 -3 6 0 2 -1 2 7 4

在宅難病患者レ スパイ ト 事業 
在宅で人工呼吸器を 使用し ている 難病患者さ んの在宅生活を 支えている ご家族等が、 ご自身の病気治療

や休息等の理由によ っ て一時的に在宅で介護等ができ なく なっ た場合で、 病状等の理由によ り 移送が困

難な場合など一時入院が難し いと き に、 患者さ んのお宅に看護人を 派遣し ます。

◆ 東京都訪問看護ステーショ ン 協会　 ☎ 0 3 -5 8 4 3 -5 9 3 0

在宅難病患者一時入院制度 
在宅難病患者さ んの在宅生活を 支えている ご家族等の介護者が、 ご自身の病気・ 事故・ 仕事・ 休息等の

理由によっ て一時的に介護ができ なく なっ た場合、 患者さ んを 短期間入院さ せるこ と ができ ます。

◆ 東京都保健政策部 疾病対策課 在宅難病事業担当　 ☎ 0 3 -5 3 2 0 -4 4 7 7

精神保健相談 
こ こ ろ の健康に関する 相談。 ご本人やそのご家族、 関係者等がご予約の上、

精神科医師に相談でき ます。 保健師と の相談は随時行っ ています。

◆ 青戸保健セン タ ー　 　 ☎ 0 3 -3 6 0 2 -1 2 8 4

◆ 金町保健セン タ ー　 　 ☎ 0 3 -3 6 0 7 -4 1 4 1

◆ 新小岩保健セン タ ー　 ☎ 0 3 -3 6 9 6 -3 7 8 1

◆ 水元保健セン タ ー  　  ☎ 0 3 -3 6 2 7 -1 9 1 1

05 . 難病や精神障害のあるご家族を介護し ている方向けの相談・ サービス

0 4 . 身体障害や知的障害のあるご家族を介護し ている方向けの相談・ サービス

※厚生労働省ホームページから 引用

職場に「 家族等の介護を 行っ ている こ と 」 を 伝え、 必要に応じ て勤務先の「 仕事と

介護の両立支援制度」 を利用する

介護保険サービスを利用し 、 自分で「 介護をし すぎない」

介護保険の申請は早めに行い、 要介護認定前から 調整を開始する

ケアマネジャ ーを信頼し 、「 何でも 相談する」

日ごろから 「 家族や要介護者宅の近所の方々等と 良好な関係」 を築く

介護を深刻に捉えすぎずに、「 自分の時間を確保」 する

1

2

3

4

5

6

仕事と 介護 両立のポイ ント

要予約

介護は明日、突然やっ てく るかも し れません。 いつ始まっ ても 慌てないよう に、前も っ て『 介護保険制度・

介護サービス、 両立支援制度の概要を 把握』 し 、『 介護に直面し た時にどこ に相談すればよいか、 その

窓口を知っ ておく 』 よう にし まし ょ う 。


